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要旨 

現在日本は、世界的に見ても超高齢社会1になっており、それに伴って生じる課題が山積している。そ

の中でも、労働人口の減少は顕著な問題である。途上国から外国人労働者および技能実習生が、働き

手が不足している分野の労働者として数多く来日している中で、日本政府が外国人の定住や人権擁護

に否定的な姿勢を見せている点は見直すべき課題だと考えられる。労働人口の減少を補うには、働いて

いない女性や定年退職後も働きたい高齢者などの潜在的な労働力に頼れば良いという意見もあるが、筆

者はそれでは不十分だと考える。外国人労働者が必要にもかかわらず、新在留資格「特定技能」が採択

されるまで非熟練労働者を労働者として認める在留資格がなかったこと、教育の現場でも異文化を尊重

し合うのではなく外国人を日本人と同化させる傾向にある点など、日本政府の排他的な姿勢は多方面か

ら確認できる。本稿では韓国の外国人政策と比較しながら、技能実習制度の問題点、また今後の技能実

習制度の在り方や存在意義について論じる。 

研究方法としては、参考文献を用いて、日本の技能実習制度と韓国の雇用許可制を比較する。ここで

韓国の政策と比較する理由を3点挙げる。1点目は、両国の社会的課題が類似しているからである。韓国

も日本と同様、超高齢社会となっており、労働人口の減少が顕著である。その為、単純労働と呼ばれる建

築業や縫製業などの韓国人のみで賄う事ができない職を、外国人労働者に頼らざるを得ない状況である。

2 点目は、血統主義という点で日本と類似しているからである。アメリカなどの生地主義とは違い、生まれ

た国に関係なく、父母から受け継いだ血縁関係により国籍を取得するという考え方である。この血統主義

は大きく分けて、「父系優先血統主義2」と「父母両系血統主義」の 2 つに分かれる。日本と韓国は、父母

両系血統主義を採用しており、父または母のいずれかがその国の国籍であれば、子どももその国籍を取

得するという考えに基づいている。3 点目は、韓国の雇用許可制にも課題はあるものの、政策として成功

していると考えるからである。技能実習制度と大きく異なる点として、雇用許可制では非熟練労働者を労

働者として合法的に認めていることが挙げられる。外国人も韓国の法律で保護されるため、職業選択の自

由が与えられている事に加え、人権侵害や労働搾取も起きにくい。このような観点から、韓国の雇用許可

制のほうが、日本の技能実習制度より優位な点が多いと考える。これらの理由を考慮し、本稿では韓国の

雇用許可制と比較することにした。次に、本章の内容について各章ごとに説明する。 

 第 1章では、超高齢社会である日本の現状と課題について述べる。第 1節では、日本の人口の変遷

および、それに伴い、労働不足の担い手として外国人労働者が日本で多く働くようになった現状につい

て述べる。少子化にも焦点を当て、国内の潜在労働力である高齢者や女性ではなく、なぜ外国人労働者

が注目されているのかについても論じる。少子化に対応するために日本で行っている政策についても触

れる。また、時代背景と照らし合わせながら述べ、今後の日本で起こりうる問題についても予測する。第 2

節では、日本と韓国に在留する外国人労働者の特徴に関する比較と言うことで、日韓の比較を行う。第 3

節は日本の外国人労働者・研修生に関する政策の変遷について論じる。1970年から2018年12月現在

までの政策について、(1)1970年から1990年、(2)1991年から1999年、(3)2000年から2018年12月、

                                                   
1 超高齢社会とは、総人口に占める高齢者(65歳以上)の人口の比率が 20ないし 21%に達した状態を

指す。また、65歳以上の人口の比率が14%を超えた社会は高齢社会、65歳以上の人口比率が7%に達

すると高齢化社会と呼ばれる。 
2父系優先血統主義とは、父親の血統を優先するもので、父親の国籍のみをその子どもが受け継ぐことで

ある。以前は日本や韓国も父系優先血統主義だったが、現在は両国とも父母両系血統主義を採用して

いる。父系優先血統主義の採用国は、インドネシア、スリランカ、イラク、イランなどが挙げられる。 
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これら 3つの時期にわけて論じる。 

第 2章では、日本の技能実習制度の現状と課題という題で論じる。第 1節では技能実習制度の概要と

目的について触れ、次に技能実習制度の 2 つの受け入れ方式（企業単独型と団体監理型）について述

べ、最後に実習生の入国から帰国までの流れについて説明する。第 2節では、昨今途上国に多く参入し

ている日本人が経営する技能実習生送り出し機関に焦点を当てる。同機関の役割等について触れなが

ら概要を述べ、次に具体例としてカンボジアのシェムリアップやプノンペンにある送り出し機関、

KAKEHASHI INTERNATIONAL & BUSINESS Co,Ltd.について紹介する。第 3節では、技能実

習制度の問題について述べる。人権侵害や労働搾取といった問題に伴い、実習生の失踪問題も後を絶

たない。ここでは、(1)労働条件、(2)保証金、(3)保管、(4)実習先の変更、これら 4 つの問題について論じ

る。 

第 3 章では、韓国の雇用許可制について論じる。第 1 節では、韓国が外国人労働者を受け入れる背

景について年表やグラフを用いて、人口の推移と照らし合わせながら言及する。具体的には、中長期的

な労働力人口の減少とそれによる潜在成長率の低下、中小企業の深刻な労働力不足、深刻な研修就業

制度の問題、未登録外国人労働者の増加、労働力受給システムの機能低下などに焦点を当てる。第 2

節では、雇用許可制の概要と目的および制度の詳細を述べる。前章の技能実習制度と比較する為に、

雇用許可制の受け入れから帰国までの流れや、雇用許可制を利用して韓国に滞在する外国人労働者の

国籍と人数の内訳、雇用許可制を利用した外国人労働者が従事する職業についても論述する。第 3 節

では、技能実習制度と比較した際に雇用許可制がいかに優位なのかについて論じる。具体的には、韓国

人の職を奪わない為の労働市場補完性（韓国人優先雇用）の原則、外国人を労働者として認めて韓国

人と同等な待遇を与える均等待遇（差別禁止）の原則、未登録外国人の増加を防止するための短期ロー

テンション（定住化防止）の原則、現地ブローカーの横行問題を未然に防ぐための外国人労働者受入れ

プロセスの透明化の原則の 4 つの原則を挙げる。第 4 節では、雇用許可制の評価と課題について多角

的視点から論じる。(1)雇用許可制の基本原則からの視点、(2)中小企業経営者からの視点、(3)実際に働

く外国人労働者の視点、この 3つの視点から評価と課題を指摘する。 

第 4 章では、本稿の最終章として、技能実習制度と雇用許可制を比較し、そこから見える技能実習制

度の課題と今後の在り方について筆者の意見を論じる。2018年 12月、日本政府によって新たな外国人

材の受け入れに関する政策が採択された。2019年 4月から新在留資格である「特定技能」が創設される

予定である。技能実習制度との最も大きな違いとして、外国人単純労働者を合法的に認め、労働力不足

が深刻化している分野に労働力を補完する目的であることが挙げられる。技能実習を修了している者か、

来日後即戦力として就労可能な熟練した能力を有する者が対象となっている。特定技能と雇用許可制の

類似点を挙げ、特定技能が技能実習制度の課題を補てんする政策になるのかを第 1 節で述べる。その

他、韓国の雇用許可制から見た日本の技能実習制度の課題として、(1)合法的に外国人非熟練労働者

を雇用すべきだということ、(2)職業選択の自由与えるべきだということ、(3)同じ在留資格で再入国にすべ

きだということ、(4)送り出し機関を見直すこと、これら 4つについて言及する。第 2節では、帰国後の就職

先とフォローアップについて述べる。同制度を利用した実習生が、帰国後も習得した技術を母国で活か

すためには、どういったフォローアップが必要なのかについて言及する。その他、技能実習を修了した帰

国生に対して手厚いアフターフォローを行い、途上国の雇用創出に成功した事例として、石川県金沢市

にある株式会社玉田工業について紹介する。第 3 節では、今後の技能実習制度の在り方について述べ
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る。筆者の意見として、(1)日本国内だけでなく途上国でのニーズ調査を行うこと、(2)研修・実習期間の短

縮により早く母国に貢献するための技能を習得させること、(3)最も支援が必要なアフリカ地域に技能実習

生度を拡大させること、これら 3つについて論じる。最後に、終章として、日本の外国人労働者・実習生に

関する政策の在り方について論じる。 
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